








 

回   覧  

  袖 環 第 ４ 号  

令和６年４月１６日  

 

 市民の皆様へ  

 

袖ケ浦市長   粕谷  智浩  

(公印省略) 

 

 

   令和６年度緑の募金運動について（依頼）  

陽春の候、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。  

例年「緑の募金」につきましては、格別の協力を賜り厚く御礼申し上

げます。  

さて、本募金は、森林整備に代表される各種緑化活動や緑の普及啓発

活動への支援など、様々な事業に役立たせていただいております。  

また、近年では、地球温暖化防止対策であるＣＯ２の吸収源として、

健全な森づくりへの期待が大きく高まっているところです。  

つきましては、本募金運動の趣旨をご理解のうえご協力頂きますよう

お願い申し上げます。  

記  

１  募金運動期間  令和６年５月３１日（金）まで  

２  募金目安額   １世帯当たり５０円程度  

３  募金方法      取りまとめをお願いしております市政協力員さんへ

お願いいたします。  

 

 

連絡先  袖ケ浦市環境管理課環境管理班  

              電話   ０４３８－６２－３４０４  







 

 

            袖 環 第 ８ 号 

令和６年４月１６日 

  各  位 

 

袖ケ浦市長 粕谷 智浩 

（公印省略） 

 

   市内一斉清掃の実施について（依頼） 

 日頃、市の環境美化にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 市では、皆様のご協力の下に一斉清掃を実施しておりますが、昨年度におい

ては市内全域から約５２トンの散乱ごみが回収されました。これも皆様方のご

協力の賜物と感謝申し上げます。 

つきましては、今年度第１回目の一斉清掃を下記のとおり実施いたしますの

で、ご多忙中、恐縮ではございますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

記 

１ 実 施 日 令和６年５月２６日（日） 小雨決行 

       順延の場合は ６月２日（日） 

※実施・順延いずれの場合も、午前７時ごろ広報無線で放送します。聞き取れない場合

や、再度内容を確認したい場合は、通話料無料の防災行政無線テレホン案内をご利用

ください。フリーダイヤル０１２０-０３１-２４０です。 

※なお、２日間とも悪天候の場合は、中止となります。 

２ 清掃時間 午前８時から正午までの間 

３ 清掃場所 住宅地周辺の道路・側溝（雨水枡を含む）・ごみ集積所等 

４ 清掃内容 ビン、缶、紙くず等の散乱しているごみの回収 

５ 側溝清掃 裏面を参照 

 

【参加する皆様へのお願い】 

・ 道路等で作業する場合は、車両等との接触や交通事故に十分注意してください。 

・ 収集したごみは、指定された場所以外には出さないでください。午前１１時頃から

収集を開始します（収集場所については、市政協力員の方へ確認してください。）。 

・ 側溝等の清掃の際に出た土砂は、土のう袋に入れ、必ず土のう袋専用の収集場所に

出してください（自治会から事前に連絡のあった土のう袋専用の収集場所以外は収

集いたしません。）。 

・ ボランティア袋は可燃ごみ（紙くず・ビニール・ペットボトル等）と不燃ごみ（ビ

ン・缶類）、有害ごみ（スプレー缶、ライター等）に必ず分別して出してください。 

・ ボランティア袋に入らない大きさの散乱ごみや、車の部品、消火器、家電などは、

不法投棄として別途対応しますので、一斉清掃では動かさずに、後日、廃棄物対策

課（TEL63-1881）へご連絡ください。現地確認のうえ、自治会等と協議させていた

だきます。 

・ 各家庭のごみ、事業用のごみは一切出せませんのでご協力ください。 

・ 一斉清掃実施日以外は、ボランティア袋の回収はできませんのでご協力ください。 

 

問合せ先 袖ケ浦市役所 環境管理課 

℡ ６２－３４１３ 

回 覧 



 

 

側溝等の清掃を行う場合の確認事項 
 

１ 側溝等の清掃 

  側溝等の清掃を行う自治会等で、土砂がでる場合には、必ず土のう袋に入

れ、事前に連絡をいただいた土のう袋専用の収集場所に出してください。 

なお、土のう袋以外の袋に土砂を入れますと、水が抜けませんので、必ず

土のう袋を使用するようにして下さい。 

土のう袋には、ごみ等を入れず、土砂のみを入れていただきますようお願

い致します。 ごみ等が入っている場合は、収集できません。 

 

２ 土のう袋の配布 

  側溝等の清掃を行う自治会等に、土のう袋を１地区あたり５０枚程度を配

布いたします。希望される自治会等は事前に環境管理課に希望枚数を連絡後、

環境管理課窓口に受け取りに来て下さい。 

  また、土のう袋をお渡しする際に、収集場所をお聞きしますのであらかじ

め場所を決めておいて下さいますようお願いいたします。 

なお、前回配布された土のう袋の余りを使用する場合や、自治会等で所有

している土のう袋を使う場合でも、必ず、事前に環境管理課へ土のう袋専用

の収集場所をご連絡ください。前回と同様の収集場所であっても、連絡がな

い場合は収集いたしませんので、忘れずにご連絡をお願いいたします。 

   

３ 土のう袋の収集場所 

土のう袋は、自治会から事前に指定された収集場所以外は収集いたしませ

ん。収集場所については、事前に確認していただきますようお願いいたしま

す。また、道路敷や歩道敷、公園入口付近等に収集場所を設ける際は、通行

者に支障のないよう配慮ください。 

 

４ 土のう袋の収集方法 

  土のう袋は水抜きのため、１０日程度経過してから収集を行います。 

一斉清掃当日には収集できませんのでご了承ください。 

  また、期間中に雨が降った場合、収集が遅くなりますので、ご了承ください。 



 

 

 

  

  2024年度 6月～9月度 （全 13回）   

  ～管理栄養士から学ぶダイエットに必要な知識と実践～  

 

管理栄養士が 

改善をサポート 

講師：竹島 佳代 

公益財団法人体力つくり指導協会 

有資格：管理栄養士 

高齢者体力つくり支援士 

 ・・・・・・・・・・・・・ 

スマートダイエット教室の講師
として 2015 年から通算 13 期
132 名を指導。内臓脂肪・体重・
腹囲の減少、血液検査項目で改善
に貢献 

ひとりひとりの 

目標に合わせた 

食事バランスが 

よくわかる！ 

ご不明な点や栄養・運動に関するご相談は、以下までお気軽にお電話ください 

 

食事＋ 運動 で バランスよく 健康的にダイエット！ 

受  講  料 6,000円 

※お申込み手続き以降の自己都合によるキャンセルは受講料の

全額をお支払いいただきます 

8,660円  

※テキスト・検査代は 6/11(火)のレッスン時にお支払いいただ

きます 

対象･定員 20～69歳男女 15名 

※袖ケ浦市内在住の方優先。市外在住の方はご相談ください 

※妊娠中または妊娠の可能性がある方はご遠慮ください 

申込期間･方法 
5/1(水)～5/26(日)の期間中に、施設受付に設置の申込書に必要事項をご記入のうえ、 

受講料を添えて施設受付にてお申込みください 

開 催 日 時 6～9月毎週火曜日全 13 回 

※開催日時・教室カリキュラムの詳細、ならびに受講上の注意

事項は裏面をご覧ください 

公益財団法人体力つくり指導協会   

袖ケ浦健康づくり支援センター 

袖ケ浦市三ツ作 1862-12 www.tairyoku.or.jp/ 

TEL.0438-64-3200 

http://4.bp.blogspot.com/-0jG-5pRsoZY/U5hUesDZEQI/AAAAAAAAhK0/oqDrcZTWa-4/s800/kirakira1.png
http://4.bp.blogspot.com/-0jG-5pRsoZY/U5hUesDZEQI/AAAAAAAAhK0/oqDrcZTWa-4/s800/kirakira1.png
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２０２４年 スマートダイエット教室カリキュラム 
課程 回数 日程 時間 内容 

測定会 01 ６/0４(火) 10：00～11：30 教室前測定、健診結果の見方、目標設定 

バ
ラ
ン
ス
食 

の
考
え
方 

02 ６/11(火) 10：00～11：00 講習「バランス食とは（4 群の考え方）」 

03 ６/18(火) 10：00～11：00 
講習「自分に合ったカロリーの計算、 

点数計算」 

04 ６/25(火) 
10：00～11：30 
のうち、1 人約 15 分 

個別面談 

食
事
改
善
・
運
動
の
実
践 

05 7/02(火) 10：00～11：00 運動（ストレッチ）＋食事記録添削 

06 7/09(火) 10：00～11：00 意見交換会 

07 7/16(火) 
10：00～11：30 
のうち、1 人約 15 分 

個別面談 

08 7/23(火) 10：00～11：00 運動（有酸素運動）＋食事記録添削 

09 7/30(火) 10：00～11：00 
講習「リバウンド予防のための生活」 

「食事のタイミングと時間栄養学」 

10 8/06(火) 10：00～11：00 講習「免疫と食事」 

11 8/13(火) 10：00～11：00 運動（筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）＋食事記録添削 

測定会 12 8/20(火) 09：00～10：00 教室後測定会 

返却会 13 9/17(火) 10：00～11：30 成果発表、今後の目標宣言 

 

＜スマートダイエット教室 受講上の注意＞ 
 

・個別面談は時間内に順番におこないます。第３回、６回のレッスン時に 

時間をお伝えしますので、指定の時間にお越しください。 

・6/4(火)、6/25(火)、7/16(火)、8/20(火)および 9/17(火)は、通常教室と 

開催時間が異なりますのでご注意ください。 

・欠席される場合は、事前にご連絡ください。（講習開始まで、℡64-3200 竹島宛） 

・00 回は、講習内容をオンライン配信いたします。補講・復習にご活用ください。 
※配信期間：講習終了後の土曜日から、9/24(火)まで 



袖 防 第 １ ６ 号 
令和６年４月１６日 

各  位  

 
袖ケ浦市長 粕谷 智浩 

（公印省略） 

 
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達試験の 

実施について（お知らせ） 

 陽春の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また日

頃より、市政全般にわたりご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、国では地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、下記のとおり情報伝達試験

を行います。この試験は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた試験で、本市

以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達試験が行われます。 

つきましては、下記の情報伝達試験日に市内の防災行政無線スピーカーから試験放送

が流れますので、ご周知を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

記 
１．実施日時  令和６年５月２２日（水） 午前１１時 

 
        

２. 訓練の流れについて 
  １０時５０分に防災行政無線、生活安全メールにて、Ｊアラート試験放送

についての事前お知らせを放送します。 

 
  １１時００分 防災行政無線からＪアラートの試験放送が流れます。 

     
 （詳細につきましては【裏面】をご参照ください） 

 
 
 
 
 
 
 
 

問合せ先 
     袖ケ浦市役所 総務部 防災安全課危機管理班 

電話０４３８‐６２‐２１１９ 

 
 

 

回   覧 



 

   防災行政無線などを用いた情報伝達試験の実施  

 

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達試験を行います。

この試験は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）(※)を用いた試験で、袖ケ浦市以外

の地域でも様々な手段を用いて情報伝達試験が行われます。  

 

（１） 試験実施日時 令和６年５月２２日(水) 午前11時00分ころ  

 

（２）試験内容  

情報伝達手段   放送内容  

  防災行政無線 

及び戸別受信機  

 市内に設置してある防災行政無線から、一斉に、

次のように放送されます。  

【放送内容】  

上りチャイム音  

＋ 「これは、Jアラートのテストです。」×３回 

＋ 「こちらは、ぼうさいそでがうらです。」 

＋ 下りチャイム音  

 
(※) Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星など

を通じて瞬時にお伝えするシステムです。  

 

【お問い合わせ】  

袖ケ浦市総務部防災安全課危機管理班  

電話 ０４３８-６２-２１１９ 

 
 















〇申請受付開始は５月中を予定しています。 

〇申請時に金額及び領収日がわかる書類（領収書等）やヘルメットが 

 安全認証を受けたことを証する書類（保証書等）が必要となります 

 ので、申請まで保管してください。 

補助対象者 ※１～３をすべて満たす方 

1.市内に住所を有している方 

2.市税等を滞納していない方 

3.暴力団員及び暴力団員等ではない方 

補助となるヘルメット 

1.令和6年4月1日から令和7年3月31日までに購入したもの 

2.SGマーク等安全基準の認証がある新品のもの 

補助金額 

ヘルメット使用者１人につき 

１個、１回限り ２，０００円を上限  

安全基準  

     

SGマーク JCFマーク CEマーク 
※自転車用 

ヘルメットの規格は

「EN1078」 

GSマーク CPSCマーク 
※自転車用 

ヘルメットの規格は

「CPSC1203」 

【問い合わせ先】 袖ケ浦市役所 防災安全課  ☎０４３８－６２－３１０６ 



①車道の左側を走ろう 

自転車に乗るときのルール 

自転車は車の仲間です。原則車道の左側に寄って通行

しましょう。道路標識で指定された場合や13歳未満の

子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合

は歩道を通行できます。 

 ②歩いている人を優先しよう 

③ながら運転はやめよう         ④交差点では安全確認をしよう 

⑤夕方からライトをつけよう 

歩道は歩いている人が優先です。歩道を通行す

るときは、車道寄りを通行しましょう。歩いている

人が前にいたら自転車から降りて押して歩き、

通行の妨げにならないようにしましょう。 

 自転車の事故は、半分以上が交差点で発生して

います。交差点を渡るときは、信号や標識に従うの

はもちろん、徐行や一時停止をして、周囲の安全を

確かめましょう。見通しの悪い交差点や狭い道路

から出るときは、特に注意しましょう。 

傘差し、スマホ・携帯、ヘッドホン使用などのながら運

転は危険です。法令で禁止されているのはもちろん

のこと、思わぬ事故の原因になり、あなたや周囲の人

が危険に巻き込まれます。2人乗りもやめましょう。 

自転車のライト（前照灯）は、前方を照らすだけでなく、車などに自転車がいることを知らせるための

ものでもあります。夕暮れ時は事故が起きやすくなるので早めにライトを点灯しましょう。 

× 

①自転車保険に入ろう 

自転車に乗る前のルール 

千葉県では、令和4年7月1日から

自転車保険への加入が義務化さ

れました。万が一の事故に備えて、

自転車保険に加入しましょう。 

 ②点検整備をしよう 

思わぬ事故を防ぐために、定期的に点検・整備をしましょう。 

点検箇所の合言葉は「ぶたはしゃべる」！ 

「ぶ」…ブレーキ 「た」…タイヤ 「は」…反射器材（ライト） 

「しゃ」…車体（ハンドル、サドル、ペダル、チェーン） 「べる」…ベル 

③反射器材（リフレクター）を付けよう ④ヘルメットをかぶろう 

令和5年4月1日から、道路交通法でヘルメットの着用

が努力義務になりました。自転車乗車中の交通事故で

亡くなられた方の半数以上の人が頭部に致命傷を負っ

ています。交通事故の被害を軽減するためにも、自転車

に乗るときは必ずヘルメットをかぶりましょう。 

⑤飲酒運転はやめよう 

自転車は車の仲間ですので、飲酒運転は絶対に禁止です。お酒を飲んだら自転車に乗らない。 

自転車に乗る人にはお酒を飲ませない。お酒を飲んだ人には自転車を運転させない。 

× 

前 後ろ 

側面 側面 

夜間、車や歩行者との交通事故を防ぐため、 

ライト（前照灯）、後部の反射器材と合せて、  

側面（タイヤ）にも反射器材を取り付けましょう。

白や黄色などの 

明るい服装を着ると◎ 



 

日 時 
５月３０日（木） 

１４：００～１５：３０ 

内 容 
身体への負担を減らそう！ 

  ～福祉用具活用術～ 

会 場 
長浦交流センター（長浦公民館） 

多目的ホール 

実施機関 袖ケ浦市長浦地区地域包括支援センター 

申込先 ５３－８６７１ 

         申 込  期 限    ５月２９日（水） 

        定     員   ２０名 

        参   加   費   無料 
  

    

        ご不明な点等ございましたら、  

      袖ケ浦市役所高齢者支援課地域包括支援センターまでご連絡ください。 

      電話 ０４３８－６２－３２２５ 受付時間 平日８：３０～１７：１５ 

 
 

   今後も実施予定です。順次お知らせしていきます。 

   ホームページもご覧ください！ 

 

気軽に参加し

てほしいガウ 

 

※実施会場につきましては、変更となる場合があります。お申し込みの際に実施機関へご確認ください。 



袖ケ浦市消防本部 

 救急車利用ガイド 

  SODEGAURA FIRE DEPT 

Ambulance User Guide 

 









 

＃７００９（03-6735-8305） 
救急車を呼ぶか迷ったらご相談を！ 



 



袖 消 予 第 ３ ９ ４ ６ 号 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ ６ 日 

 

市民の皆様 

 

袖ケ浦市長 粕 谷  智 浩 

                              （公印省略） 

 

住宅用火災警報器設置状況調査の実施について（通知） 

時下、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

また、日頃から市消防行政には多大なる御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、平成２０年６月１日から市火災予防条例により、全ての住宅に火災の発生を警

報音や音声などによりいち早く周囲に知らせることができる「住宅用火災警報器」の設

置が義務化されました。令和５年６月時点での本市の設置率は７７．０％であり、全国

平均の８４．３％を下回っています。なお、地域により設置率に差異がある状況です。 

つきましては、住宅用火災警報器の設置状況を把握及び設置率向上を図るため、下記

のとおり消防職員による訪問調査を実施しますので、御協力お願いします。 

記 

１ 実施日時  令和６年５月１２日（日） ９時から１２時 

２ 対  象  市内全世帯から無作為に抽出した約１００世帯 

        （※調査当日は、在宅してお待ちいただく必要はありません。） 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 覧 

住宅用火災警報器（機種により形状が異なります。） 

問合せ 

袖ケ浦市消防本部予防課調査指導班 

〒299-0261 袖ケ浦市福王台 4－10－7 

電話 0438－63－6199（平日） 

0438－64－0119（土日祝日） 

FAX 0438－62－9729 

 



【設置場所】 

  ○ 寝室 

○ ２階以上に寝室がある場合は、階段上の天井 

※台所や居間などには設置義務はありませんが、取付けをおすすめします。 

        

 

 

 

 

 

 

 

【点検及び清掃】 

｢いざ｣というときに住宅用火災警報器が正常に動作するよう、日頃から点検

や清掃をしておきましょう。 

◎点検方法（機種により点検方法が異なります。） 

 

 

 

 

 

 

 

月に１回は作動点検をしましょう! 

また、次のときも必ず作動点検をしてください。 

□ 初めて設置したとき  □ 設置場所を変えたとき  

□ 清掃をしたとき    □ 長い間留守にしたとき 

□ 故障や電池切れの疑いがあるとき 

◎清掃方法 

住宅用火災警報器に埃やクモの巣がつくと、火災の煙を感知しにくくなります。定

期的に乾いた布で汚れを拭き取りましょう。 

 

【悪質な訪問販売には十分ご注意を！】 

消防職員を装って販売などを行う悪質業者にご注意ください。消防署が住宅用火災

警報器や消火器を販売することはありません。 

  

引きひもを引く 

またはボタンを押す 
鳴ればＯＫ！ 























回 覧 
 

 

袖 消 警 第 １ ０ 号 

令和６年 ４月１６日 

 

三ツ作区 各位 

 

袖ケ浦市長 粕谷 智浩 

(公印省略) 

 

袖ケ浦市消防団第１３分団詰所建替えに伴う解体工事について（通知） 

春陽の候、皆様方におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃は市政につきまして、多大なるご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、当市ではこの度、袖ケ浦市消防団第１３分団詰所(三ツ作１３０７－１)の解

体工事を下記のとおり実施いたします。 

つきましては、施工期間中におかれましては、地区の皆様に大変ご迷惑をおかけい

たしますが、何卒ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

また、同年１０月頃から翌年２月頃にかけて建設工事が実施されますが、その際に

は改めて通知させていただきます。 

記 

１ 工 事 名  袖ケ浦市消防団第１３分団詰所解体工事   

２ 工事期間  令和６年５月上旬から令和６年７月８日まで 

３ 工事内容  木造２階建て解体撤去工事 

４ 問合せ先  財政部 資産管理課 

        担当：影山 TEL：0438-62-3643 

袖ケ浦市消防本部 警防課 

        担当：堀川 TEL：0438-63-6169 

 

 


